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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
触
法
精
神
障
害
者
の
入
院
施
設
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

号
。
以
下
「
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
（
以
下
「
指
定
入
院
医
療
機
関
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
医
療
観
察
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
（
以

下
「
入
院
決
定
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の
病
棟
の
主
な
構
造
・
設
備
に
つ
い
て
は
、
病
室
は
個

室
で
あ
る
こ
と
、
診
察
室
、
処
置
室
、
集
団
精
神
療
法
室
、
作
業
療
法
室
等
を
有
す
る
こ
と
、
玄
関
、
窓
等
に
無
断
退
去
を

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
・
設
備
を
有
す
る
こ
と
等
を
基
本
と
し
て
、
各
病
院
の
敷
地
の
状
況
及
び
周
辺
状
況
に
応
じ

て
具
体
的
な
設
計
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

入
院
決
定
者
に
対
し
て
医
療
を
提
供
す
る
た
め
の
病
棟
を
整
備
す
る
た
め
現
在
具
体
的
な
作
業
を
進
め
て
い
る
国
立
高
度

専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
が
開
設
す
る
病
院
（
以
下
「
国
立
病
院
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、

現
在
ま
で
に
建
設
に
着
手
し
て
い
な
い
五
か
所
に
つ
い
て
は
、
設
計
等
の
作
業
の
進
捗
状
況
に
応
じ
て
、
関
係
者
の
理
解
を

深
め
る
よ
う
説
明
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
残
り
二
か
所
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
理
解
を
深
め
つ
つ
実
施

一



設
計
の
説
明
を
終
え
、
既
に
建
設
に
着
手
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
引
き
続
き
、
病
棟
開
設
後
に
お
け
る
地
元
と
の
連

携
体
制
の
確
保
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
続
け
る
予
定
で
あ
る
。

各
地
域
の
状
況
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
関
係
者
へ
の
丁
寧
な
説
明
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
の

理
解
を
で
き
る
限
り
深
め
、
指
定
入
院
医
療
機
関
の
円
滑
な
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

指
定
入
院
医
療
機
関
の
入
院
患
者
数
に
つ
い
て
は
、
医
療
観
察
法
の
施
行
期
日
（
医
療
観
察
法
の
公
布
の
日
（
平
成
十
五

年
七
月
十
六
日
）
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
）
以
降
、
段
階
的
に
増
加
し
て
い

く
も
の
と
考
え
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
増
加
に
応
じ
必
要
な
数
の
病
床
を
段
階
的
に
確
保
で
き
る
よ
う
、
医
療
観

察
法
の
施
行
ま
で
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
降
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
国
立
病
院
等
が
所
在
す
る
地
元
自
治
体
や
周
辺
住
民
、

都
道
府
県
が
開
設
す
る
病
院
の
関
係
者
等
へ
の
説
明
を
継
続
す
る
な
ど
、
最
大
限
の
努
力
を
傾
注
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
入
院
決
定
者
が
指
定
入
院
医
療
機
関
に
入
院
中
の
時
点
か
ら
、
保
護
観
察
所
に
新
設
さ
れ
る
社
会
復
帰

調
整
官
に
よ
っ
て
、
当
該
入
院
決
定
者
が
元
の
居
住
地
に
戻
り
、
必
要
な
援
助
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

二



医
療
観
察
法
第
百
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
生
活
環
境
の
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
入
院
決

定
者
や
そ
の
家
族
等
と
面
談
し
て
退
院
後
の
居
住
予
定
地
等
に
関
す
る
希
望
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
指
定
入
院
医
療
機
関

の
管
理
者
等
と
の
協
議
や
退
院
後
の
居
住
予
定
地
に
お
け
る
生
活
環
境
に
関
す
る
調
査
等
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ

き
、
必
要
に
応
じ
て
、
家
族
等
に
引
受
け
を
促
す
な
ど
本
人
と
家
族
等
と
の
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
や
、
指
定
入
院
医
療
機

関
や
退
院
後
の
居
住
予
定
地
の
指
定
通
院
医
療
機
関
（
医
療
観
察
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
指
定
通
院
医
療
機
関
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
都
道
府
県
、
市
町
村
等
の
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
及
び
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
相
談
指
導
や
適
切
な

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
又
は
精
神
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
等
の
利
用
そ
の
他
の
援
助
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
あ
っ
せ
ん
又
は
調
整
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
退
院
後
の
生
活
環
境
を
整
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
指
定
入
院
医
療
機
関
を
退
院
し
て
通
院
医
療
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
後
も
、
医
療
観
察
法
第
百
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
保
護
観
察
所
の
長
が
、
医
療
の
実
施
主
体
で
あ
る
指
定
通
院
医
療
機
関
や
援
助
の
実
施
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
知

事
及
び
市
町
村
長
と
協
議
の
上
、
個
々
の
患
者
ご
と
に
処
遇
に
関
す
る
実
施
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
処
遇
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
必
要
と
さ
れ
る
医
療
、
精
神
保
健
観
察
及
び
援
助
を
統
一
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三



な
お
、
入
院
決
定
者
が
、
元
の
居
住
地
に
円
満
に
戻
り
、
地
域
住
民
か
ら
偏
見
や
差
別
を
受
け
る
こ
と
な
く
安
心
し
て
通

院
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
入
院
決
定
者
等
の
社
会
復
帰
の
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め

の
啓
発
活
動
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
保
護
観
察
所
の
長
は
、
医
療
観
察
法
第
百
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
ご

ろ
か
ら
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
を
支
援
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
協
力
を
得
て
、
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
等

を
予
定
し
て
い
る
。

四


